令和８年度村上市地域おこし協力隊募集要項
（林業担当）

１．村上市の概要
新潟県の北部に位置し、山形県境に接する村上市。平成20年４月に１市２町２村が合併し誕生した当市は、県内で最も広い1174.17平方メートルを有し、南北約50kmにも及ぶ海岸線は、国の名勝天然記念物「笹川流れ」に代表される美しい自然景観と新鮮な魚介類が水揚げされる漁港などを有しています。
また、東側の県境は飯豊・朝日連峰の山々が連なり、そこを水源とする平成の名水百選に選定されている荒川、鮭の遡上する母なる川の三面川など河川から肥沃な土地が広がり、稲作による農業生産が盛んな地域です。

２．募集の趣旨
村上市は全国有数の豊富な森林資源を有しており、総面積の８５．２％を占める森林は良質な木材の供給地として林業が古くから営まれており、林業および木材産業は当地域の主要産業となっています。
一方、多くの森林が利用期を迎えている中、森林の循環利用を推進していく必要があるものの、林業従事者の高齢化や担い手不足の進行により、今後は計画的な伐採や再造林、安定的な木材供給の継続が困難となることが懸念されています。
このような問題に対応するため、本市では、林業経営体における作業の省力化および低コスト化を図ることを目的に、令和２年度より航空レーザ測量を実施し、デジタル技術を活用した林業ＤＸ推進に取り組んでいます。この取組を一層推進するため、地域おこし協力隊を募集します。

３．募集内容
（１）募集人数
林業ＤＸ化推進担当：１名

（２）主な業務内容
主に以下のような活動を予定しています（個人のスキル・経験に応じ調整可）
【主な活動業務】
1 林業分野におけるＤＸ化の推進
2 航空レーザ測量データの活用促進
3 デジタル技術を活用した森林管理手法の習得
4 森林ＧＩＳの管理
5 林業ＤＸに関する情報発信・普及啓発
6 木材利用や森林保全に関する啓発活動
7 その他、林業振興及び地域活性化に資する業務

（３）勤務場所
　村上市役所林業水産創造課（新潟県村上市三之町1番1号）

４．応募条件
次の要件を満たす方
ア　応募時点において条件不利地域（※）以外に住民票があり、隊員として採用後、村上市に 住民票を異動し、生活拠点を移すことができる方(着任前に当市に住民票を異動しない方)
※　条件不利地域とは、次の①～⑦のいずれかに該当する地域とする。
①過疎地域自立促進特別措置法、②山村振興法、③離島振興法、④半島振興法、⑤奄美群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発特別措置法、⑦沖縄振興特別措置法に指定された地域
イ　普通自動車免許証(AT限定も可)を有する方
ウ　パソコンの基本（Word、Excel、PowerPoint等）操作が可能で、活動記録やＳＮＳ記事などの各種書類作成や情報発信ができる方
エ　人とコミュニケーションをとることが好きで、積極的に関係者と関わりながら活動できる方
オ　デジタル技術（ＩＴ、ＧＩＳデータ活用等）に興味がある方
カ　森林・林業に関心を持ち、前向きに活動できる方
キ　地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方
· 林業やＤＸの専門知識・経験がない方でも、学ぶ意欲があれば応募可能です。活動に必要な知識については、研修等を通じて習得していただけます。
· 森林現場において、ＩＣＴ等デジタル技術を活用した現場作業を行っていただく場合があります。


５．雇用形態・勤務条件・待遇
	（１）雇用形態
	
	・村上市の会計年度任用職員（非常勤特別職）
・雇用期間は年度単位での契約とし、最長で３年まで延長することができる。ただし、任用・更新の正式決定は、市の各年度の予算成立後となる。
・会計年度任用職員は、地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分の対象となる

	（２）報酬等
	
	年額（12か月勤務した場合）：約330万円（期末・勤勉手当を含む）
※年度途中で着任した場合は勤務月数分の報酬になります

	（３）勤務日等
	
	原則、週35時間、1日7時間（休憩1時間含む）、週5日勤務
勤務時間は9時～17時　※ただし、活動内容により勤務時間が変動する場合あり

	（４）休暇
	
	休暇は土日祝祭日、年末年始とし同日に勤務があった場合は振替休日
年次休暇及び特別休暇を取得可

	（５）住居
	
	住居は村上市内の住居に入居していただきます。（家賃補助上限：51,000円、水道光熱費等については個人負担）

	（６）福利厚生
	
	厚生年金保険、健康保険、雇用保険に加入。報酬から厚生年金保険、健康保険、雇用保険の本人負担分が差し引かれます。

	（７）経費支援
	
	活動経費支給（消耗品、広報物作成費等）
勤務中に使用するパソコンは当市から貸与
活動中の車両は市が用意します。

	（８）任用期間
	
	採用日から１年間（最長３年まで延長可）

	（９）移住支援
	
	市等で実施している施策について、下記ＨＰをご確認ください。
https://www.city.murakami.lg.jp/site/ijuu-teijuu/ijuu-taijuu-shien.html



６．応募方法
（１）応募期限
令和８年２月２４日（火）必着
※期限までに応募がない場合又は第２次選考通過者がいない場合は、募集期間を延長し随時受付します。
（２）応募書類
次の書類を持参または郵送により提出してください
①　応募用紙（別紙１）
※当市のホームページからダウンロードできます。
②　住民票抄本の写し（提出日を基準として３か月以内に発行されたもの）
[bookmark: _GoBack]③　普通自動車運転免許証の写し
※ご提出いただいた書類は返却いたしません。
※応募に関して質問がある場合、『応募に関する質問票（別紙２）』により、下記問い合わせ先にメールで提出してください。

７．選考方法
（１）第１次選考：書類選考
提出された応募書類により選考を行い、応募者には結果を文書で通知します。
（２）第２次選考：面接選考
・原則として現地で面接による選考を実施します。第２次選考に参加するための現地までの交通費等は、応募者の個人負担となります。
・日時・会場等は応募者に別途通知します。
・第２次選考結果（採用内定通知）は文書とメールで通知しますが、正式な雇用契約は令和８年度予算確定後になります。

８．着任予定日
令和８年４月１日（水）【応相談】
※募集期間を延長した場合は、第２次選考以降に着任日を調整します。

９．応募・問い合わせ先
〒958-8501　新潟県村上市三之町1番1号
村上市　農林水産課　林業水産振興室
電　話：0254-53-3368（直通）
メール：nosui-r@city.murakami.lg.jp
